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昭和55年12月22日規則第62号 

 

帯広市農業センター条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、帯広市農業センター条例（昭和55年条例第41号。以下「条例」という。）の施

行について必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間） 

第２条 帯広市農業センター（以下「農業センター」という。）の開館時間は、午前９時から午後10

時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 

（使用の申請） 

第３条 条例第４条第１項の規定により農業センターの使用許可を受けようとする者は、農業センタ

ー使用許可申請書（様式第１号。以下「許可申請書」という。）により市長に申請しなければなら

ない。 

２ 前項に規定する申請は、当該各号に掲げる使用の区分に応じ、使用の日の属する月を含め、当該

各号に定める時点から受け付けるものとする。 

 (１) 販売行為等の営利目的による使用の場合 ３か月前 

 (２) 前号に掲げる場合以外の使用の場合 ４か月前 

３ 前項第１号の販売行為等の営利目的による使用の場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合

をいう。 

(１) 商品の宣伝、展示会若しくは販売又はサービスの提供を行う場合 

(２) １回当たり１人につき2,000円を超える入場料等を徴収して講座、教室、講演会、セミナー等

を開催する場合 

（許可書の交付） 

第４条 市長は、農業センターの使用を許可したときは、農業センター使用許可書（様式第２号。以

下「使用許可書」という。）を申請者に交付する。 

（使用内容） 

第５条 前条に規定する使用許可書の交付を受けた者（以下「使用者」という。）で、当該許可に係

る内容を変更しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 

（使用期間の制限） 

第６条 農業センターの使用期間は、引続き５日を超えることができない。ただし、市長が特に必要

と認めたときは、この限りでない。 

（不許可の通知） 

第７条 条例第５条の規定により使用の許可をしないときは、その旨を申請者に通知するものとする。 

（係員の立入） 

第８条 市長は、農業センターの管理に必要があると認めるときは、当該使用場所に係員を立ち入ら

せることができる。 

（使用者の遵守事項） 

第９条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

(１) 使用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。 

(２) 使用許可を受けた設備以外を使用しないこと。 

(３) 許可なく農業センター（敷地内を含む。）で物品の配布、販売若しくは飲食物の提供又は金

品の募金、寄附等の行為をしないこと。 

(４) 許可なく広告宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。 

(５) 火気の取扱いに十分留意すること。 

(６) 使用時間を厳守すること。 

(７) 使用後は係員の点検を受けること。 

(８) その他係員の指示に従うこと。 

（入館者の遵守事項） 

第10条 入館者（敷地内に立ち入る者を含む。）は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならな

い。 
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(１) 所定の場所以外において、火気を使用しないこと。 

(２) 館内外を汚損し、又は施設設備を損傷しないこと。 

(３) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

(４) 所定場所以外に出入りしないこと。 

(５) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。 

(６) その他係員の指示に従うこと。 

（入館者の規制） 

第11条 市長は、明らかに館内の秩序を乱すおそれがあると認めた者については、入館を拒否するこ

とができる。 

（損害賠償） 

第12条 条例第８条に規定する損害の賠償額は、次に掲げるとおりとする。 

(１) き損 修繕に要する額 

(２) 滅失 残存価格に見合う額 

（暖房費の負担） 

第13条 暖房を使用する場合、その費用は、使用者が負担するものとする。 

（職員） 

第14条 農業センターに館長その他必要な職員を置く。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（帯広市清川農業センター条例施行規則の廃止） 

２ 帯広市清川農業センター条例施行規則（昭和50年規則第52号）は、廃止する。 

（帯広市広野農業担い手センター条例施行規則の廃止） 

３ 帯広市広野農業担い手センター条例施行規則（昭和53年規則第70号）は、廃止する。 

附 則（平成７年12月29日規則第61号） 

この規則は、平成８年１月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月31日規則第13号） 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際現に残存する用紙は、なお当分の間使用することができる。 

附 則（平成26年４月30日規則第25号） 

この規則は、平成26年５月１日から施行する。 

附 則（平成26年４月30日規則第25号） 

この規則は、平成26年５月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月29日規則24号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 
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